
資料１－① 

道路運送法改正に伴う運賃に係る協議方法の変更について 

令和５年４月に改正された道路運送法の施行に伴い、令和５年１０月以降の運賃等に

関する協議については、道路運送法第９条第４項に規定する協議会において実施するこ

ととなりましたので、「ふじみ野市地域公共交通活性化協議会」に分科会を設置し、運

賃等の協議を実施する必要があります。また、同法第９条第５項に運賃等の協議を実施

するときは、事前に公聴会の開催その他の住民、利用者、その他利害関係者の意見を反

映するために必要な措置を講ずることが規定されました。 
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運賃協議を行う分科会の構成委員（案） 

 区分 選出区分 所属 

１  

 

 

 

構成員 

 

 

市町村 ・ふじみ野市長が指名する者 

（都市計画課長） 

２ 一般乗合旅客自動車

運送事業者 

・当該運賃を定める運送事業者 

※複数の運送事業者が同じタイミングで運賃を定

めようとする場合１事業者毎に分科会の開催が

必要となる。 

３ 地方運輸局長 ・国土交通省関東運輸局 

４ 市町村の長が住民の

意見を代表する者と

して指名する者 

・自治組織連合会 

・民生委員・児童委員協議会連合会 

・手をつなぐ育成会 

・公募委員 


